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参考資料２ 

佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則（案） 
 
（趣旨）  
第１条 この規則は、佐伯市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例（令

和３年佐伯市条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 

（事前協議の手続） 

第２条 条例第１０条第１項の規定による協議は、再生可能エネルギー発電事業事前協議書（様式第

1 号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 
(１) 位置図 

(２) 土地利用計画図 

(３) 計画縦横断面図 

(４) 排水施設構造図 

(５) 地籍図（公図）の写し 

(６) 工作物設計図（平面図、立面図及び断面図） 

(７) 現況写真 

(８) その他市長が必要と認める書類 

 

（地域住民等への説明） 

第３条 条例第１１条第３項の規定による報告は、再生可能エネルギー発電事業説明会等報告書（様

式第 2 号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 
(１) 周知の方法 

(２) 周知に使用し、又は配布した図書の写し 

(３) 周知を行った地域の範囲を示した図面 

(４) 周知のために説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの 

  ア 説明会の日時、場所及び参加者数 

  イ 説明会で配布した資料及び説明事項 

  ウ 地域住民等からの意見及び事業者の対応方針 

  エ 説明会を開催した状況を確認することができる写真 

  オ 説明会に出席した者の名簿の写し 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

（事業計画書の縦覧） 

第４条 条例第１２条第１項の規定による縦覧は、次に掲げる場所のうち、縦覧する者が参集しやす

い場所で行うものとする。 
(１) 事業者の事務所 

(２) 佐伯市役所本庁舎その他の市が所有する施設 

(３) 前２号に掲げるもののほか、事業者が利用することができる施設 

２ 条例第１２条第２項の規定による報告は、再生可能エネルギー発電事業計画書縦覧報告書（様式

第 3 号）により行うものとする。 
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（届出） 

第５条 条例第１３条の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業計画届出書（様式第 4 号）

に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 
(１) 事業計画書（様式第 5号） 

(２) 法人の登記簿謄本（事業者が法人の場合に限る。）  

(３) 位置図 

(４) 地籍図（公図）の写し 

(５) 登記事項要約書の写し（届出の日から３か月以内の日付のもの。） 

(６) 求積図 

(７) 土地利用計画平面図 

(８) 土地利用計画縦横断面図 

(９) 各種構造図 

(１０) 流量計算書 

(１１) 排水施設等構造図 

(１２) 現況写真  

(１３) 工事工程表  

(１４) その他市長が必要と認める書類 

 

（協定の締結等） 

第６条 条例第１４条第１項の協定（条例第１５条第２項の規定により新たに再生可能エネルギー発

電事業を行おうとする事業者と締結するものを含む。）は、再生可能エネルギー発電事業に関する協

定書（様式第 6 号）により行うものとする。 
２ 市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、事業者と前項の協定を締結するものとする。 
(１) 関係法令等の規定による許認可を受けているとき。  

(２) 地域住民との協議が、十分に行われていると市長が認めるとき。 

 

（事業の変更等） 

第７条 条例第１５条第１項の規定による再生可能エネルギー発電事業の内容の変更の届出は、再生

可能エネルギー発電事業変更届出書（様式第 7 号）に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。 
(１) 変更内容の説明資料 

(２) 事業計画書（様式第 5号） 

(３) 設計図等 

２ 条例第１５条第２項の規定による事業者の変更の届出は、事業者変更届出書（様式第 8 号）に法

人の登記簿謄本（事業者が法人の場合に限る。）その他市長が必要と認める書類を添付して行うもの

とする。 
 

（工事完了の届出） 

第８条 条例第１６条の規定による届出は、工事完了届出書（様式第 9 号）に現況写真その他市長が

必要と認める図書を添付して行うものとする。 
 

（事業の廃止等） 

第９条 条例第１７条第１項の規定による届出は、廃止の３０日前までに、再生可能エネルギー発電
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事業廃止届出書（様式第 10 号）及び撤去及び処分に関する計画書（様式第 11 号）を提出すること

により行うものとする。 
２ 条例第１７条第２項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設の処分の完了後３０日以

内に、撤去完了届出書（様式第 12 号）を提出することにより行うものとする。 
 

（身分証明書） 

第１０条 条例第１８条第２項の規則で定める証明書は、身分証明書（様式第 13 号）とする。 
 

（指導、助言及び勧告） 

第１１条 条例第１９条第１項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書（様式第 14 号）によ

り行うものとする。 
２ 条例第１９条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第 15 号）により行うものとする。 
３ 条例第１９条第３項の規定による報告は、是正措置報告書（様式第 16 号）により行うものとす

る。 
 

（公表） 

第１２条 条例第２０条第１項の規定による公表は、佐伯市公告式規則（平成 17 年佐伯市規則第 2
号）の例により行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、市の広報誌への掲載その他の方法により

公表することができるものとする。 
３ 条例第２０条第２項の規定による通知は、公表予定通知書（様式第 17 号）により行うものとす

る。 
 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和 年 月 日以後に再生可能エネルギー発電施設の工事に

着手する再生可能エネルギー発電事業について適用する。 

 

様式 

(省略) 


